
 学位  （名古屋学院大学学位規程第 2条～第 7条） 

 

（学位の種類） 

第 2 条 本学において授与する学位は、学士とする。 

（学位の名称） 

第 3 条 学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、本大学名を付記するものとす

る。 

第 2章 学士の学位 

（学位授与の要件） 

第 4 条 学士の学位は、本大学の教育課程を卒業した者に対し、教授会の議を経て大学が授

与する。 

（学位の専攻分野の名称） 

第 5 条 学士の学位は、その卒業した学部・学科に応じて、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学位の授与） 

第 6 条 学長は、第 4条に定める者に対し、学士の学位を授与する。 

2 学士の学位記の授与は、毎年 3月及び 9月とする。 

（学位記） 

第 7 条 学士の学位記は付表第 1による。 

 



 

付表第 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第   号 

 

学 位 記 

 

 

 

氏  名 

年 月 日生 

 

 

本 学 ○ ○ 学 部 ○ ○ 学 科 所 定 の 課 程 を 

修 め て 本 学 を 卒 業 し た こ と を 認 め 

学士(○○)の学位を授与する 

 

 

年 月 日 

 

名古屋学院大学○○学部長  氏 名 

 

 

名古屋学院大学 学長    氏 名 

印 

印 


